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第2章 公衆電気通信

第1節 概 況

近年の公衆電気通信の特微は,第 一に量的拡大 とい うことがあげられる。

第2次 世界大戦で電気通信設備は壊滅的な打撃を受け,終 戦時には,電 話加

入数はわずか47万 を数えるにすぎないものとなった(戦 前最高時は昭和18年

の108万)が,以 来復興期を経て,産 業用電話の重点架設,事 務用電話の増

設,そ して住宅用電話の普及に努力が払われ,今 やその数2,000万 の多き

に達してお り,電 話機数においては,米 国に次ぐ世界第2位 を占めるもので

ある。特に近年の伸び率は高く,年 平均16%以 上とい うハイペースとなって

いる。これは日本経済の急速な成長のもとに拡大する電気通信需要に対応し

て,設 備投資が進められたものであるが,こ れには合理的な料金制度ないし

受益者負担制度が資金確保にあずかって大きな力となった。

また,国 際通信については,戦 後,急 速に進んだ国際化の進展により,人

的物的の国際交流が飛躍的に増加 し,国 際通話需要もこれと歩を一にして急

増 し,海 底ケーブル,衛 星等伝送手段の充実,拡 大と相まって,43年 度には

国際通話の利用度数は125万 度,47年 度415万 度 と大きな伸びを示 している。

特徴の第二は質的充実である。近年における電気通信技術の進歩は誠にめ

ざましいものがある。マイクロ波方式,同 軸ケーブル方式による伝送路多重

化,デ ータ通信方式,電 子交換機の実用化,宇 宙空間の電気通信利用等の画

期的な事柄が次か ら次へと開発実用化された。このような新技術の進歩は,

電話の利用を一層便利なものとし,ま さに電気通信は時間と距離を克服しつ

つある。そしてこの電気通信の分野は無限の可能性を秘めており,今 後更に

サービスの高度化 ・多様化は進展するものと思われ,ま たその前途は明るいn

ひるがxっ て近年の電気通信政策についてみると,そ の課題は大きく分け

て電話の需給均衡の早期実現と新たな電気通信技術の開発,実 用化の促進に



一138一 第3部 各 論

あった。

毎年の電話の増設に対する巨額の設備投資は,他 国に例をみない急テンポ

のものであったが,電 話に対するし烈な需要には追いつけず,今 日なお227

万の積滞(47年 度末)を かかxて いる実状にある。48年2月 政府が決定 した

経済社会基本計画においては,52年 度末には全国的規模においてこの積滞の

解消を実現す ることを大きな柱 として掲げていることをみても,こ の課題は

依然として今後の通信政策の根幹 となっているのである。

他面,電 気通信が経済社会において果たす役割の急速な増大に対処するた

め,電 気通信技術の開発促進 とその実用化に努め,ま た制度面その他につい

ても積極的な施策を推進 してきたが,特 にデータ通信のために通信回線を利

用する制度の発足は,電 気通信政策に一つの転機をもた らしたもの といえよ

う。

今 日,電 気通信に対する社会的な要請はますます高度化,多 様化,大 量化

し,来 るべき情報化社会V`い て中核的役割を担うものとしての期待が高ま

っている。 したがって電気通信技術の開発,実 用化の促進については,電 話

の需給均衡の早期実現と並んで,引 き続き今後の大きな政策課題 として意欲

的な施策の展開が望まれているものである。

第2節 公衆電気通信施設の現状

1国 内公衆電気通信施設
1

(1)日 本電信電話公社関係

.電電公社は,昭 和27年発足以来,累 次の5か 年計画を実施 して,公 衆電気

通信施設の整備拡充に取 り組んできており,45年8月 には,、第41次5か 年計

画の拡大修正を含む 「電信電話拡充7力 年計画」を策定 した。47年 度は,当

該計画の第2年 度に当た り,総 額1兆705億 円の建設投資をもって,一 般加

入電話308万 加入,地 域集団電話10万 加入,公 衆電話4万 個,市 外回線13万

回線等,大 幅な増設,拡 充を行った。
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ア.一 般 加 入 電 話

47年 度 の一 般 加 入 電 話 架 設 予 定数 は,当 初 予 算 の281万5,000に,補 正 予

算 に よ る20万 が 追 加 され て,301万5,000と な り,そ の 結果,実 績 で は46年

度 架 設 数264万 を 大 幅 に 上 回 る308万 とな った 。 この 大 量増 設 の結 果,需 要

充 足 率 は46年 度 の51.5%よ り大 幅 に 向 上 して57.6%に 達 し,年 度末 積 滞 数

は,46年 度 の252万 か ら227万 に減 少 した。 また,47年 度 に は 一 般 加 入電 話 数

は2,098万 加 入 とな り,集 団 電 話 等 を 含 め た加 入 電 話 総 数 で は2,247万 加 入

とな っ て,人 口100人 当 た り普 及 率 も,46年 度 の18.2加 入か ら20.8加 入 へ と

大 き く向上 した。 加 入 電 話 の 利用 種 別(事 務用,住 宅 用 別)で は,毎 年 上 昇

を 続 け て きた住 宅 用 加 入 電 話 の構 成 比 が54%に 達 した こ とが 注 目 され る。

第3-2-1表 一般加入電話需給状況の推移

謹 43 44 45 46 47(単 位)

糊 鰍 剃1,47311,・4312,168・,645[3,。831千 加 入

年 度 末 加 磁i11,36213,・ ・5115,1731乳8181・0,985千 加 入

年度 末 積 撒12,51。12,85・12,914・,52・12,272千 件

旛 集謡電劃11.813・6115・ ・ll8・2t・0.・i甑

饒 用比剰 73 14 54 05 45

な お,電 話 の普 及 状 況 を 諸 外 国 と比 較 してみ る と,47年 度 末 現 在,電 話

機 数 で は3,106万 個 で米 国の1億3,161万 個 に 次 い で第2位(第3位 は 英

国 の1,757万 個)で あ るが,人 口100人 当 た りの電 話 機 数 で は28.8個 で,電

話 機 数50万 個 以 上 の諸 外 国中 第12位 で あ り,1位 の米 国(62.8個),2位

の ス ウ ェー デ ン(59.3個)等 に比 べ,ま だ か な り劣 ってい る(諸 外 国 の数

値 は,1973年1月1日 現在 の も の 。)。1

イ.公 衆 電 話

47年 度 中 に街 頭 公 衆 電 話5,500個,店 頭 公 衆 電 話3万4,000個,100円 公 衆

電 話492個,合 わせ て4万 個 の増 設 が 行わ れ,年 度末 施 設 数 は 街 頭 公衆 電 話

7万5,000個,店 頭 公 衆 電 話47万2,000個,100円 公 衆 電 話492個 とな った 。
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な お,こ れ ら年 度 末施 設 数 の うち,街 頭 公 衆 電話 に お い て は95%,店 頭

公 衆 電 話 に お い て は74%が 大 形公 衆 電 話 で あ る。

そ の ほ か,ピ ン ク電 話 の47年 度末 施 設 数 は53万7,000個 とな った 。

第3-2-2表 公衆電話数 の推移(単 位:千 個)

諜 43 44 45 46 47

街頭公衆電話1 37 46 56 70 75

店頭公衆電訓 327 358 394 438 472

100円公衆電話 一1 ■ ■ o.s

計 364 404 450 508 548

・・蝿 訓 441 504 565 570 537

ウ.地 域集団電話

地域集団電話は,47年 度中に10万2,000加 入増設され,138万 加入 となっ

た。地域集団電話は39年 のサービス開始以来,農 山漁村地域における共同

利用電話 として急速に普及したが,43年 以降需要は漸減 しつつあ り,需 給

は一巡 したようY'思われる。今後は,地 域の需要の高度化 ・多様化に対応

したサービスの改善,一 般加入電話への変更等が課題 となろ う。

エ.そ の他の電話

47年度におけるビル電話,PBX,プ ッシュホン等特殊な電話の架設状

況は,次 の とお りである。

第3-2-3表 ビル電話等の施設数(単 位:千 個)

区 別 47年 麟 設 数1 47年 度末施設数

・ ル 電 訓 31 1 109

プ ・ シ ・ ホ 沼 216 1 345

・BX(内 線騙 機)1 554 3,910

・ ジ ネ ス ホi 568 2,251

親 子 電 訓 523 3,017

(注)PBX,ビ ジネスホ ン,親 子電話 は加入者設置 を含む 。
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オ.加 入 電 信(テ レ ックス)

加 入 電 信 の 加 入 数 は,47年 度 中 に6,591加 入増 加 し,5万8,975加 入 と

な った 。

第3-2-4表 加入電信加入数 ・積滞数の推移

「譜 ミ ・・ 44 45 46 47

加 入 数1・7,575134,7211・4,6341・2,384【 ・8,975

積 滞 数15,349 6,907 3,637 1,334 i,676

カ.一 般専 用 回線(A規 格 ～J規 格 及 び高 速 模 写 伝 送)

一 般 専 用 回線 は47年 度 中 に1万4
,591回 線増 設 され て,22万837回 線 とな

った 。

キ.市 外 回 線

市 外 回 線 は47年 度 中に13万1,000回 線増 設 され て,93万1,000回 線 とな っ

た 。

ク.電 報 電 話局 等

47年 度末 現 在,電 報 電 話 局 数 は1,354局,電 話 局 数 は177局,電 報 局 数 は

25局,市 外 電 話 局 数 は11局 で あ る。

ケ.要 員

47年 度 には 設 備 の 増 大 に伴 う要 員増 のほ か,琉 球 電信 電 話 公 社 か らの職

員 の 引継 ぎ約2,000名 が あ り,年 度 末 に お け る公 社 職 員 数 は約29万6,000名

とな った 。

これ を職 務 部 門別 に み る と,営 業 ・保 守 部 門約24万4,000名,建 設 部 門

約2万3,000名,管 理 ・共 通 部 門等 約2万9,000名 とな っ てい る。

(2)有 線 放 送 電 話 関 係

施 設 数 に つ い て は,47年 度 末 現 在 で1,725で あ り,46年 度 末1,871に 比 べ て

146の 減 で あ る。 施 設 数 は38年 度 の2,649を ピー クに39年 度 か ら年 々減 少 して

き てい る。 これ は,新 設 が 少 な くな った こ と,農 協,市 町村 の統 廃 合 が 行 わ

れ 施 設 が 大 型 化 した こ と,及 び経 営 の 困難,公 社 電 話 の 普 及 に伴 い施 設 を 廃

止 した こ とに よ る もの で あ る。
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施 設 の業 務 主 体 は,農 協系 の農 林 漁 業 団 体 が 最 も多 く1,224(71.0%)次

に 市 町村 等 の地 方 公 共 団体383(22.2%)で,こ れ らで9割 以 上 を 占 め て い

る。 この ほ か,公 益 法 人31(1.8%)(以 上 の3者 が 単 独 業 務)共 同業 務87

(5.o%)で あ る。

施 設 の分 布 状況 は,最 大 は 長 野 県(96),次 い で北 海 道(73),千 葉 県(68),

福 岡 県,山 口県,埼 玉 県(い ず れ も65)と 続 い て い る。 少 な い と ころ は 宮 崎

県,大 阪 府(い ず れ も6)等 で地 域 に よ り相 当 ア ンバ ラ ンスが あ る。

第3-2-5表 有線放送電話施設数 の推移

選L隙 末施副 年度中綴数1鞭中廃磁 陣 ・灘
2
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4

5

6
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8

9

0
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2
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5
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3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

1,032

1,617

1,963

2,242

2,518

2,621
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2,599

2,498

2,462

2,374

2,262

2,152

1,981
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1,725

1,033
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420

412

343

312

235

263

190

155
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1
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1

1
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4

7

3

6

0

0

1
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9
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7

2
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7

1

2

2

3

2

1

ー

ユ
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2

1

1

1,032
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279

276

103

28

△50

ハ101

036

凸88

n112

0110
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2国 際公衆電気通信施設

国際電電は,昭 和28年 発足以来,我 が国経済の発展に即 して増大する国際

通信の需要に対処するため設備の拡充強化を推進してきた。

(1)通 信系設備

47年度末において,国 際電電が運用 している対外直通回線は,総 計1,540

回線であるが,こ れ ら回線のほとんどは,イ ンテルサ ット通信衛星,太 平洋
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横断ケーブル,日 本海ケーブル及び対流圏散乱波によるもので,か つての国

際通信回線の主軸であった短波回線は,一 部直通対地を除き,現 在では船舶

通信等特殊なサービスに用いられるにすぎなくなっている。

ア.衛 星通信設備

茨城衛星通信所(高 萩市)は,太 平洋衛星を通 じて米国,オ ース トラリ

ア,二3-・ ジーランド,中 国,香 港等との通信に,ま た,山 口衛星通信

所(山 口市)は,イ ン ド洋衛星を通 じて欧州,中 近東,ア フリカ等の諸国

との通信にあたっている。更に,47年9月,日 中間に直通衛星回線を開設

したことにより,新 たに国際加入電信,専 用線及び国際テレビジョン伝送

のサービスを開始した。

イ.海 底ケーブル設備

海底ケーブル設備は,太 平洋ケーブル(二 宮 ・グアム ・ハワイ間,容 量

3kHz帯 域音声級138回 線)と 日本海ケーブル(直 江津 ・ナホ トカ間,容 量

3kHz帯 域音声級120回 線)の 二つがある。

二宮海底線中継所(神 奈川県)は,太 平洋ケーブルの陸揚局 として,ま

た,直 江津海底線中継所(新 潟県)は 日本海ケーブルの陸揚局 として,そ

れぞれのケーブルを国内線に接続している。

ウ.対 流圏散乱波設備

43年6月,韓 国との間に対流圏散乱波伝搬方式による通信回線が開通し

た。日本側の中継所は浜田市に,韓 国側の中継所は舞竜山(蔚 山の北東10

km)に ある。現在の容量は4kHz帯 域音声級120回 線であるが,49年 度完

成を目途に回線を倍増する工事が 目下進め られている。

エ.短 波無線設備

短波無線設備は,通 信衛星,新 海底ケーブル等の出現により,次 第に整

理統合され,現 在では小山送信所(栃 木県),小 室受信所(埼 玉県),北 浦

受信所(茨 城県),上 野送信所(三 重県)及 び小野受信所(兵 庫県)が あ

る。北浦受信所,上 野送信所及び小室受信所は,遠 隔制御により運用され

ている。
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(2)営 業所等設備

上記の通信系設備のほかに,国 内接続のための各種設備の保守運用を担当

する部門として東京国際回線統制局及び大阪国際電信電話調整所が設けられ

ている。また,窓 口機関は次のとおりである。

第3-2-6表 国際通信の窓 口機関

種 別 隔剃 局 所 名一
国 際電 報局 分局

国 際 電 話 局

国際 電報 電 話局

国際電報電話局分局

6

1

8

6

丸 ノ内,京 橋,八 重州 口,千 代田,羽 田,世 界
貿易セ ンター

東 京

日本橋,新 橋,渋 谷,横 浜,名 古屋,大 阪,神

戸,那 覇

新 阪神 ビル内,中 之島,大 阪国際空港,神 戸 商
工貿易 セ ンター,普 天間,牧 港

(注)電 電公社 の窓 口機 関(一 部を除 く。)

い る。

に おいても,国 際通信が取 り扱 われ て

(3)要 員

上記の各種設備の運用,保 守等に従事 している職員数は,約3,700名 であ

り,こ のほか,本 社,支 社,研 究所,研 修所等の管理部門の職員をあわせる

と総数約5,100名 である(47年 度末現在)。 これ らの職員のうち,上 記設備部

門別の職員数は,衛 星通信設備部門125名,海 底ケーブル設備部門54名,対

流圏散乱波設備部門26名,短 波通信設備部門245名,回 線統制局を含めた営

業所設備部門3,200名 である。
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第3節 公衆電気通信 サ ービスの現状

1国 内公衆電気通信サ ービス

(1)日 本 電 信 電 話 公 社 関 係

ア.電 報

(ア)電 報 の利 用 実 態

明 治 以来,国 民 一 般 の 緊急 通 信 手 段 と して 重要 な 役割 を果 た して きた電

報 は,近 年,電 話 を は じめ加 入 通 信,デ ー タ通 信 等 多 様 な 近 代的 通 信手 段

の普 及 発 展 に 伴 って,そ の性 格 を量 的,質 的 に大 き く変 え て きて い る
。

この こ とは,電 報 の利 用 通 数 や 利 用 内 容等 に つ い て の経 年推 移 をみ る と

顕 著 で あ る。

i利 用 通 数 の推 移

電 報 通 数 は,第3-2-7図 の とお り,38年 度 を ピ ー クにそ の後 減 少傾

向 を続 け て お り,47年 度 は5,590万 通 で ピ ー ク時 の38年 度 に 比 べ3,871万 通

の減(41%減),46年 度 に比 べ て も802万 通 の 減(13%減)と な って い る。

第3-2-7図 電報通数の推移

電 報通数 国民1人 当た り通数

万通 10,000
1

5,000 年度 o.s 1通

36

3i

33

39

40

41

42

43

44

45

46

45

i

i

1 9,363 1.0

i 9,037 0.9 i

i 9,461 1.0

i 9,041 o.s i
8,525 0.9 i

i

i

18,136 o.s

17,767 o.s

17,246 0.7 i

i17,144 0.7

i 6,648 0.6

6,392 0.61

5,590 o.s 1
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また,国 民1人 当たり年間利用通数についてみると38年度1.0通 に対 し

47年 度は0,5通 と相当下回る状況になっている。

ii利 用内容の変化

最近の電報の利用内容をみると,第3-2-8図 のとお り82%は 企業が

その活動に利用する業務用及び一般国民が社交 ・儀礼のために利用す る慶

弔用で占め られ,一 般の私用通信は18%程 度にすぎず,か つての緊急通信

手段 としての電報の性格は大きく変ぼうを遂げたといえよう。特に慶弔用

は,38年 度14.1%が45年 度40.1%に 増大 し利用通数 も倍増 しており,今 後

このような傾向はますます顕著になるものと予想される。ちなみに死亡,

危篤等緊急を要する内容のものは全通数のわずか3%程 度を占めるにすぎ

ない。

第3-2-8図 電報の利用構成

38年度45年 度

慶 弔 用

1,330万 通

(14.1%)

私 用

1,717万 通

(18.1%)

通
ー

用

蛎

吻

私

17

玖
,
(

1

業 務 用

2,806万 通

(42.2%)

(イ)電 報の利用制度 ・料金の改正

このような利用実態 と,更 に最近における電電公社の経営する電報事業

の収支悪化をもあわせて考慮 して,47年3月1日 から電報の利用制度及び

料金の全面改正が実施された。

改正内容の概要は次のとお りである。

① 普通電報は,基 本料が従来10字 まで60円 であったが,こ れを25字 まで
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150円 に,ま た,累 加料が従来5字 までごとに10円 となっていたが,こ

れを5字 までごとに20円に改めた。

② 市内電報と市外電報の区別を廃止 した。

③ 翌日配達電報及び同報無線電報を廃止 した。

④ 慶弔電報を廃止 し,こ れに替えて慶弔用特別紙の取扱いを新たに設け

た。

イ.加 入電信

げ)加 入数等の推移

加入電信は,任 意の相手方と50b/sの 符号伝送が可能な交換網サービス

であり,31年 にサービス開始された。

以来,加 入電信は,① 料金の低廉なこと,② 記録が可能なこと,③

不特定多数者間のメッセージ通信が可能なこと,④ 国際通信も可能なこ

と等の特色により,企 業における事務合理化の機運にマッチしてその需要

は着実に伸びてきた。

すなわち,加 入数はサービス開始後10年 目の40年に1万 加入を突破 し,

その後第3-2-9図 のとおり著 しい伸びを示 し,47年 度末現在5万9,000

第3-2-9図 加入電信の需給状況(単 位:万 加入)

万加入

4041424344454647年 度
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第3-2-10図 加入電信の利用内容構成比

サー ビス開始(31年)当 初

44年

帳 票 伝 送
データ伝送

29%
メ ツセ ー ジ通 信

46年

帳 票 伝 送
データ伝送

37
メ ッセ ー ジ通信

63%

加入に達 した。

加入者の業種は,製 造,卸,小 売,金 融,保 険,運 輸,通 信,サ ービス

業等多岐にわたっている。

また,1加 入当た り通信料は,加 入電信の利用の少ない層への普及を反

映 して若干下降傾向を示 しており,47年 度は10年 前に比較 して33%減 の月

額1万6,000円 となっている。

(イ)利 用内容
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利 用 内 容 は,第3-2-10図 に 示 す とお りで あ り,サ ー ビ ス開始 当初 は

も っぱ らメ ッセー ジ通 信 に用 い られ て い た が,そ の 後,帳 票伝 送,コ ン ピ

ュー タへ の 入 出 力 デ ー タの伝 送 に も用 い られ る よ うに な った 。

更 に,47年11月 か らデ ー タ通 信 シス テ ム に加 入 電 信 網 を利 用 す る制 度 が

発 足 し,ま た,同 時 に加 入 電 信 よ り,電 電 公 社 の販 売 在 庫 管理 シス テ ムに

加 入 す る こ と もで きる こ とに な った 。 この よ うに 加 入 電信 は,デ ー タ通 信

端 末機 と して今 後 も活 用 され るす う勢 に あ る。

ウ.電 話

電 話 は,任 意 の 相手 方 との 間 に音 声 通 信 が 可 能 な典 型 的 な パ ー ソナ ル メ デ

ィアで あ り,そ の代 表 的 な もの は加 入 電 話 及 び 公衆 電 話 で あ る。

第3-2-11図 加入電話 と他の社会資本等との増加状況比較

指数
goo

道路舗装延長

/
600/

一 ・一 道 路舗 装延 長(km)

500≡ 曇1欝 数/

/雛 、、

r辮 鞠 〃/
//

…/〃
//

100学 校数(高 校、短大、大学)

37

「道路統計年報」,「日本統計年鑑」,文 部省資料,厚 生省資料,電 電公社資

料及び 日本住宅公団資料によ り作成

(注)37年 度を100と した指数 である。
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これ らは近年におけるめざましい技術革新による同軸ケーブル方式,マ イ

クR波 方式,新 しい自動交換方式等の開発に支えられ,ま た,社 会経済の発

展,生 活水準の向上等の要因によって急速に普及し,住 宅用電話を例にとれ

ば,20年 代まではmの ステータスシンボルと見 られたものが,今 やシビル

ミニマムとしての地歩を占めるまでに至 っている。

その普及状況を加入電話を例にとり,公 団住宅,自 動車等他の社会資本等

の伸びと比較すれば第3-2-11図,電 話機数についてその推移をみれば第

3-2-12図 のとお りであり,そ の充実ぶりをうかが うことができる。特に

電話機数は電話加入数の増加 とともに年々増加 し,47年 度末には3,106万 個

に達 し,そ の人 口100人 当た りの普及率は第3-2-13図 のとおりで,47年

度末において28.8個 となった。

このような普及につれ,最 近,電 話の利用方法も企業活動や生活様式の変

化を反映 して高度化,多 様化の傾向を深めてき て い るが,こ のような傾向

は,47年11月 か ら地域ごとに逐次実施に移されているいわゆる公衆通信回線

の新 しい利用制度の発足によって,一 層拍車がかけられることは確実であろ

う。

第3-2-12図 電話機数の推移 第3-2-13図 電話機の普及率の推移

(単位:千 個)(単 位:個)

千個

30,000

20,000

10,000

424344454647年 度

(ア)電 話 の現 状

i電 話 の普 及 状 況

(i)加 入 電 話

a.電 話 加 入 数

個

30

20

30

一za.a

25.3

22.1
19.3一

17.0
14.9

一

1 IIl」

42434445hG47=F度

(注)人 口100人 当 た りの 機 数 で あ る 。



第3-2-14表 加 入 種 類 別 加 入 数 の 推 移
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.加入 電 話 の 加 入 種 類別 加入 数 の推 移 は第3-2-14表 の とお りで あ り,

47年 度 末 現 在 の 一 般 加 入 電話 は2,098万 とな り,集 団 電 話,i接 続 有線 放 送

電 話 回 線等 を 含 め た 加入 電話 等 総 数 は2,247万(対 前 年 度比17%増)と な

った 。

人 口100人 当 た り普 及 率 は 第3-2-15図 の とお りで あ り,47年 度 末 に

お い て20,8加 入 とな り,10年 前 に比 し約4,2倍 とな った 。

ま た,加 入数 の推 移 を 事 務 用,住 宅 用 の利 用 種 別 で み る と第3-2-16

図 の とお りで,国 民 経 済 の高 度 成 長 を 反 映 して 事 務 用 電 話 の伸 びが 著 しい

第3-2-15図 加入電話等普及率 の推移

(単位:加 入)

加入

25

20

15

10

37424344454647年 度

(注)人 口100人 当 た り の 加 入 数 で あ る 。

第3-2-16図 利 用 種 別 別 加 入 電 話 数 の 推 移

(単 位:千 加 入)
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が,そ れ に も ま して最 近 に おけ る生 活 水 準 の 向 上,核 家 族 化 の進 展 等 に よ

り住 宅 用 電 話 の増 加 が 目立 っ て お り,需 要 構造 が大 ぎ く変 化 し て き て い

る。 す な わ ち,47年 度 は事 務 用62万 の 増 加 に対 し,住 宅 用 は246万 増 加 し,

住 宅 用 の構 成 比 は約54%(46年 度50%)に 達 した(集 団 電 話 は 除 く。)。

ち な み に,10年 前 に おけ る事 務 用,住 宅 用 の比 率 は5対1で あ った が,

46年 度 末 に ほ ぼ等 し くな り,47年 度 末 に至 っ て逆 転 した もの で あ る。

b.プ ッシ ュホ ンの普 及

プ ッシ ュホ ンは,社 会 生 活 の ス ピー ド化,合 理 化 の要 請 に応 じ短 縮 ダ イ

ヤル が 可 能 な新 しい電 話 機 と して44年 度 か ら東 京,大 阪,名 古 屋 の一 部 地

域 で サ ー ビスが 開 始 され,そ の 後 提供 地 域 は 順 次 拡 大 され て47年 度 末 に は

全 国 で124地 域 に 及 び,そ の設 置 数 も急 増 し,47年 度 末 で は34万5,000個 と

な った 。

C.カ ラー電 話 機 の 普 及

所 得 水 準 の向 上,生 活 様式 の 多様 化 等 に 伴 い,生 活環 境 や 色 彩 感 覚 に マ

ッチ した 電 話 に 対 す る要 望 が 高 ま って きて い るが,こ れ に こた え て46年10

月 か ら新 規 加 入 者 を 対 象 に ワー ム グ レー,ラ イ トグ リー ン,ア イボ リー ホ

ワイ トの3種 類 の カ ラー電 話 機 の 公社 直営 サ ー ビスが 開 始 され た。

設 置 数 は47年 度 末 現在44万7,000個 で,電 話 機 総 数 の1。4%に す ぎない

が,こ の数 は 今 後 急 速 に増 加 す る もの と予 想 さ れ る。

な お,カ ラ ー別 の 希望 状 況 は ラ イ トグ リー ンが45%と 一 番 高 く,ア イ ボ

リー ホ ワ イ ト35%,ワ ー ム グ レー20%の 順 とな っ てい る。

(ii)地 域 団体 加入 電話

地 域 団 体 加 入 電話 は,地 域 集 団 電 話等 の普 及 に 伴 い,最 近 は 年 々減 少

し,47年 度 末施 設 数 は159か 所(電 話 機 数2万1,563個)で 前 年 度 末 に 比 べ

58か 所(電 話機 数1万240個)減 少 した 。

(iii)公 衆 電 話

我 が 国 の公 衆 電 話 は,第3-2-17図 の とお り年 々増 加 して お り,47年

度 末 で総 数55万 個,人 口二1,000人 当 た り5,1個 の 普 及率 で世 界 的 に も上位
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第3-2-17図 種類別公衆電話数 の推移

(単位:万 個)

万個

60

50

40

30

20

10

10

zo

30

40

50

60

万個

一

二
囮 囮

%
%

一

%
100円公衆電話

街頭公衆電話

一 囮
店頭公衆電話

幽

皿
一

37 42 43 44 45 46 47 年度

一
一

一 ピンク電話

一

一
一

一 、

一 一
一

一 一
一

を占めている。これは,菓 子屋,タ バコ屋等の店頭や駅構内等に設置され

「赤電話」の名で広 く親 しまれている我が国独特の店頭公衆電話の制度に

負 うところが大きい。

最近,公 衆電話についても,加 入電話と同様その利用方法や機能等につ

いてさまざまな要請があるが,こ れにこたえた100円 公衆電話及び110番 や

119番への緊急通話が容易にできる新型の公衆電話が新 しく登場 してきた。

なお,以 上のほかレス トラン,コ ーヒーショップ等に設置されているい

わゆるピンク電話は,47年 度末53.7万 個でここ10年間に約10倍 の伸びを示

している。

(iv)そ の他の電話サービス

電話サービスとしては,前 述のほか,内 航船舶を対象とする船舶電話,

遠洋船舶通話及び特殊船舶通話,国 鉄新幹線及び近畿 日本鉄道の特急列車

に設置されている列車公衆電話,110番,119番 としてな じまれている警察

・消防署への緊急通報用電話等があり,ま た,簡 易交換電話装置(ビ ジネ

スホン),小 形簡易交換電話装置(ホ ームテレホン)な ど加入電話の附属装
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置として電電公社が直営で設置するもの約30種 類,利 用者が自営で設置す

るもの十数種類がある。

更に近年,高 性能な電話交換機が開発されたため,こ れに特別の装置を

付加することによって前述のプッシュホンによる短縮ダイヤルサービスを

は じめ,通 話中に第三者か らの着信があったことを知 らせ,そ の通話を一

時中断 して第三者と通話す ることができる通話中着信サービスが試行的に

提供されている。

これ らは高度化,多 様化する社会の電話需要を充足する手段として多彩

な発展を遂げなが ら今 日に至っているが,特 に附属装置については,47年

11月からファクシミリ装置,心 電図伝送装置その他のデータ伝送機器を電

話回線に転換器で接続するみちが開かれたことを契機 として,今 後情報化

社会の進展に伴い技術革新と制度的手当を軸 として,よ り多彩な発展が予

想される。

ii電 話の利用状況

前述のような電話のめざましい普及につれ,そ の利用の伸びも著しいも

のがある。その状況をダイヤル通話の総通話回数についてみると第3-2

-18図 のとお りで,38年 度以降毎年10%を 超える伸びを示 し,47年 度は

第3-2-18図 ダイヤル通話総通話数及び分布状況
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307億8,000万 回と38年度の107億4,000万 回に比べ3倍 近い増加をみせてい

る。 しか し,反 面利用回数の少ない住宅用電話 と利用回数の多い事務用電

話の普及の比率が次第に逆転 してきた結果,1加 入1日 当たりの電話利用

回数は10年前には8.6回(市 内7.4回,市 外1.2回)で あったものが,47年

度Y'は5.0回(市 内3.8回,市 外1.2回)と 年h減 少する傾向を示 している。

また,近 距離通話 と遠距離通話との関係をみると,自 動即時化の進展,

生活圏の広域化現象等を反映して,同 一単位料金区域(広 域時分制実施後

ダイヤル通話3分 までごとに7円 の均一料金制が採用された区域)内 相互

の通話と,そ の他の区域への通話 との比率が38年度では91対9で あったも

のが47年度には77対23と 著 しく変化 している。

一方,1加 入当た りの電話使用料及び通話料の合計額は第3-2-19表

のとお りで,最 近10年 間ほぼ横ばいであ るが,47年 度は4,729円 で46年度

に比べ若干低下している。

第3-2-19表1加 入当たりの電話使用料及び通話料の推移

(単位:円)

年 度 3842 43 44 45 46 47

1加 入当た りの
使用料及び通話料 4,872 4,885 4,840 9,925 4,883 4,737 4,729

iii電 話 の ダ イ ヤル 化

電 電 公社 は,電 話 サ ー ビス 改 善 の た め数 次 に わ た る長 期 計 画 を た て,電

話 の ダ イ ヤル化 を推 進 して きた。 この結 果,第3-2-20図 の とお りダ イ

第3-2-20図 電話 のダイヤル化率 の推 移
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ヤル化率は年々向上し,47年 度末では97.8%に 達 した。 しか しなが ら,世

界的規模においてこれをみれば48年1月1日 現在,既 に西独,ス イス等は

100%の 自動化を達成 してお り,我 が国は第15位 にとどまっている。

(イ)電 話料金の広域時分制の実施

46年5月,第65回 通常国会において,公 衆電気通信法の一部を改正する

法律が成立したが,こ れにより新たに電話料金の広域時分制が実施される

こととなった。

電話料金の広域時分制は,最 近における生活圏,経 済圏の広域化と情報

化社会の進展に即応するため,従 来,電 話加入区域を最低料金で通話でき

る基本区域 としていたものを改め,数 個の電話加入区域を一つのグループ

とした単位料金区域を基本区域 とし,そ の区域内に終始する通話の料金は

3分 までごとに7円(従 来は同一電話加入区域内は1回 ごとに7円,そ れ

以外の同一単位料金区域内相互間は80秒 までごとに7円)と することを骨

子とした制度であって,こ れにより我が国の自動接続通話の料金制度は,

すべて時間 と距離に応 じて課金する時分制によるものとなった。

このような制度は,グ ループ料金制を とる英国と並び世界でもすぐれて

新 しい試みであ り,近 距離通話料 と遠距離通話料の格差是正のための一つ

のステップであるので,今 後の通話利用の動向については,更 に急速な進

展が予想される社会的広域化現象と情報化の動向 と相まって,慎 重にその

推移を見守る必要がある。

この広域時分制は,新 制度への移行工事の関係上47年11月12日 甲府その

他75単位料金区域で実施 したのをはじめ,48年3月11日 東京で実施 し,逐

次全国に及ぼして48年8月26日 の沖縄を最後に完全実施された。

エ.専 用サービス

公衆電気通信設備の専用は,特 定の者が特定の地域相互間又は特定の者相

互間において,個 々の利用目的に応 じて公衆電気通信設備を排他的に使用す

るもので,そ の料金が定額制であることから企業等が大量の通信を行 うのに

適 した通信手段であ り,電 話や加入電信とともに社会 ・経済の発展に重要な
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役割を果たしている。

近年,経 済の高度成長により専用サービスに対する需要は急激に増加 して

いるが,数 次にわたる電電公社の設備拡充計画の遂行により,大 容量伝送方

式の開発その他技術革新の成果を反映 した各種規格の専用サービスが提供さ

れ,そ の需要を満た している。

今後,専 用サービスに対する需要は,情 報化社会の進展につれ,質 的,量

的に更に飛躍的な高まりをみせるもの と予想される。

一方,専 用の制度及び料金体系は,従 来歴史的事情等に より定められてい

たが,著 しく現状にそぐわないものとなってきたので,46年10月 その大幅改

正が行われた。

改正の概要及び専用サービスの現状は次の とお りである。

⑦ 専用料金の改正

従来の専用料金は,専 用区間が電話の加入区域内に終始するか否かによ

って市内専用と市外専用 とに 分 け,そ の料金体系も著 しく異なっていた

が,こ のような不合理是正を中心 として次のような改正が行われた。

① 市内専用と市外専用の区別を廃止 して,距 離段階ごとの一本建て料金

とした。

② 市外専用料金を平均2割 程度引下げ,そ の引下げ分に見合う程度,市

内専用料金を引上げ(平 均約2倍),市 内外の格差を是正 した。

③ 専用サービスの品目を整理 して専用回線の特性,用 途に応 じてA規 格

か らL規 格までにシリーズ化 した。

(イ)専 用サービスの現状

専用サービスの品 目は,上 述の とおり専用回線の周波数帯域幅によりA

規格か らL規 格まで設定されてお り(G,H,Kの 規格は未設),各 規格は

更に伝送方式及び使用方法によりD-1(帯 域使用),D-2(音 声伝送)

のように細分化されている。

その利用状況を回線数についてA～J規 格全体でみた場合,第3-2-

21図 のとおり年 々増大 してお り,47年 度は22万 回線で前年度に比べ7%増
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専用回線数 の推移(A～J規 格)
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加 した。

これ らの 内訳 に つ い て み る と,D規 格 は3.4kHzの 周 波 数 帯 域 を使 用 す

る もので 最 も利 用 範 囲 が 広 く,約20万 回 線 で 全 体 の92%を 占め て い る。

殊 にD-2は,通 常 の 音声 伝送 が可 能 な もの で 電 話用 と して広 く利 用 さ

れ,利 用 数 は 約19万 回 線(93%)とD規 格 の大 部分 に あ た る。

これ を専 用 主 体 別 に み る と官 庁3,577回 線,警 察 ・消 防4万7,544回 線

新 聞 ・放 送6,473回 線 そ の他 一 般13万1,383回 線 とな って い る。

D-2以 外 で は,デ ー タ伝 送 用 に 適 したD-1(帯 域 使 用),D-5

(1,200b/s交 流 符 号 伝 送)及 びD-7(2,X1!./s交 流 符 号 伝 送)の 利 用 は

46年 度 に比 べ,そ れ ぞ れ44%増,71%減,69%増 とな って い る。

D規 格 に次 い で 多 く利 用 され て い るのはA規 格(120Hzの 周波 数 帯 域 使

用)で あ る。A規 格は,現 在A-1(50b/s直 流 符 号 伝 送)の み が 設 定 さ

れ てい るが,電 信 をは じめ デ ー タ伝 送,遠 隔制 御 等 に利 用 され,そ の 利 用

回 線 数 は1万6,906回 線 で46年 度 に 比 べ4,426回 線(35.5%)の 増 加 で あ

る。 そ の 専 用 主体 別 内訳 で み れ ば 「そ の他 一般 」 が 最 も著 しい伸 びを 示 し

てい る。

そ の他 のB,C,E,F,1,Jの 各 規 格 に つ い ては,利 用 者 の範 囲が 限 定

され てい る等 の 事 情 か ら専 用 サ ー ビス全 体 か らみれ ば まだ 利 用 が 多 い とは

い え ない 。 特 に1規 格 及 びJ規 格 は,48kHz又 は240kHzと い う広 帯 域 の
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周波数帯の伝送が可能であ り多彩な用途に利用できるものであ り,従 来は

国の機関,新 聞社,通 信社等の利用に限定 されていたが,今 後の情報化の

進展を促進するため,48年11月 から利用す ることができる者の範囲を拡大

することとした。

なお,L規 格は4MHzの 周波数帯域の伝送が可能なもので,カ ラー映豫信

号及び音響信号伝送用としてテ レビ放送中継に利用されてお り,NHK及

び民間放送各社の47年度末現在の利用量は,回 線延べキロで4万2,897km,

前年度比2%の 増加を示 している。

オ.そ の他のサービス

近年,産 業,行 政,教 育等社会経済文化の広範な分野において,従 来の電

信電話サービスでは十分満たされない電気通信需要が発生 しているが,電 気

通信技術のめざましい発展に基づ く新システムの開発により,こ れ らの需要

に応 じて新 しいタイプの公衆電気通信サービスが提供されている。

その代表的なものに次のような例がある。

⑦ 高速模写伝送サービス

伝送可能線路距離おおむね35kmの 範囲内において,通 常12kHzの 周波

数帯域を用いて,専 ら模写伝送を行 うもので,官 庁,銀 行等の利用もある

が,大 部分は地方自治体の本所 ・支所間の模写伝送(戸 籍謄本の伝送等)

に利用されている。

47年度末現在の利用回線数 は,492回 線で46年度末157回 線に比べ335回

線増加している。

(イ)映 像伝送サービス

伝送可能線路距離おおむね20kmの 範囲内において,通 常4MHz以 下の

周波数帯域を用いて,専 らテ レビジニンの白黒又はカラーの映像伝送(放

送事業者が行 う放送以外の目的のものに限る。)を 行 うもので,そ の利用

状況は47年 度末現在42施 設で46年度末に比べ21施設増加 している。このう

ち30施 設(71%)は 警察の交通管制センターと主要交差点間を結んで,交

通管制用 として利用されている。また,こ のほか,官 庁,新 聞,放 送,そ
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の他一般の銀行,会 社の事務管理用 としても用いられている。

なお,カ ラーの映像伝送は,現 在のところホテルに宿泊する外人客を対

象として外国語による二^一 ス,買 物案内等を伝送するものが1施 設ある

のみである。

㈲ 高速道路通信サービス

高速道路における自動車事故や非常事態の発生に際し迅速,適 確な措置

をとるための非常電話,移 動電話のほか道路管理者の業務管理用電話等を

一体的 システムとして提供するもので,高 速道路網の整備に伴い,ハ イウ

エイ時代に不可欠な通信手段として普及 してきた。

47年度末現在,東 名高速道路全区間をはじめ中国,近 畿自動車道,九 州

縦貫道,東 関東自動車道等に利用されている。

(2)有 線放送電話関係

現在,有 線放送電話は減少傾向にある。

その原因は,ま ず,第 一に地域共同体が変ぼうし,有 線放送電話の基盤が

ゆ らいできていることである。都市近郊部の都市化,山 間部の過疎化がこれ

である。ただ新 しいコミsニ ティづ くりに,ま た過疎化防止に有線放送電話

が逆に活用され得る余地があるともいxる 。

第二に公社電話の普及により,廃 止す る施設 も多い。有線放送電話は,今

後公社電話と異なるユニークな特質一放送機能一の強化でその存在意義を示

す ことはできよう。

建設 コス ト,運 営コス トに比べ料金は低く押えられがちで経営が苦しいも

のが多 く,適 正料金について検討されなければならない。

有線放送電話の業務区域は原則 として同一市町村内となっており,公 社線

接続についても通話範囲は原則 として同一県内となっているが,最 近におけ

る人的物的移動の拡大,広 域営農圏の設定,市 町村を越える農協合併等で有

線放送電話の業務区域,接 続通話の通話範囲は根本的な再検討を迫 られてい

る。これについて,郵 政省は48年度 より地域通信調査会を設け問題点を検討

している。
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第3-z-zz表 有線放送電話端末設備数等 の推 移
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(注)公 社電話 には39年 度 以降は集 団電話を含む。

ア.端 末設備数

端末設備数の推移は第3-2-22表 のとお りである。施設数は年々減少

しているが,端 末設備数は44年度までは年 々増加 してお り,全 体 として有

線放送電話は普及し続けたことを示 している。端末設備数の伸び率も第3

-2-22表 にみるとお り37年度までは公社電話の伸び率を りょうが してい

た。しかし,42年 度から伸び率が鈍化 し,45年 度か らは減少傾向を示 し,

47年度は17万 の減少をみた。有線放送電話は普及の限度にきた よ うで あ

り,今 や一つの転換期にあるといえよう。

有線放送電話の分布状況は第3-2-23表 に示す とお りである。長野県

が26万,静 岡県,愛 知県,群 馬県,千 葉県,福 岡県,茨 城県,埼 玉県,兵

庫県が10万 以上で多 く,少 ないところは,大 阪府,青 森県,宮 崎県,奈 良
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第3-2-23表 有線放送電話の地域別施設状況
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県が1万 以下である。

対世帯普及率についてみると長野県,島 根県,香 川県,滋 賀県,群 馬県

は3割 以上の高率で普及 しているが,反 面大阪府,東 京都では1%以 下の

低い普及率である(47年 度末現在)。

1施 設当た りの平均端末設備数は年々増加 している。これは施設数は減

少 しているが,端 末設備数は増加もしくはわずかな減少にとどまっている

ことによる。47年 度末現在では1施 設当た り1,718で,放 送受信装置のみ

のものの数 も加えると1,735と なる。46年 度末では1,676(放 送受信装置の

みのものを含めると1,689)で あるから,施 設の大型化が進んでいること

がわかる。

イ.電 電公社線と接続しているもの

電電公社 と接続通話契約を締結 している施設は,47年 度末現在において

921施 設で全施設の53%に 当たる。その接続種別は第1種(市 内通話)接

続は10施 設,第2種(市 内 ・市外通話)i接 続は911施 設で,ほ とんどが第

2種 接続である。第1種 にとどまっているものは設備の規格によるもので

ある。

接続有線放送電話の端末設備数は173万8,402で あり,全 国の端末設備数

の59%に 当たる。公社線接続により通話範囲を拡大 しようとする動きは強

く,公 社線接続の施設は年 々増加 している。

都道府県別に多い所 と少ない所 と比較 したものが第3-2-24表 で,か

な りアンバランスがある。

なお,47年11月 から公社電話について広域時分制が施行されたが,電 電

公社の度数料金局に収容された接続有線放送電話設備は,市 内接続通話に

ついては料金 として定額制か時分制(3分7円)の どちらかを,有 線放送電

話施設側で自由に選択することができることとなった。47年 度末現在で,

定額制をとる施設59%〉 時分制をとる施設41%と なっている。市内接続通

話の多いところは定額制,そ うでないところは時分制を採用 しているとい

えよう。
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接続有線放送 電話施設 の分布状況

(47年度末現在)

多 い

都 道 府 県 施 設 数

野

道

口

潟

馬

庫

海

長

北

山

新

群

兵

6

1

1

5
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7

'0

5

5

4

3

3

少 な い

都 道 府 県 施 設 数

大

奈

宮

東

大

長

阪

良

崎

京

分

崎

O

1

2

3

4

4

第3-2-25表 自動交換方式有線放送電話施設の分布状況

(47年度末現在)

多 い

都 道 府 県1施 設 数

野

岡

道

知

口

潟

庫

海

長

静

北

愛

山

新

兵

0

2

6

3

3

2

1

7

4

3

3

3

3

3

少 な い

都 道 府 県 施 設 数

ウ.自 動交換方式

ダイヤル式の自動交換方式をとっている有線放送電話施設は785で,全

施設の46%を 占めている。その端末設備数は174万470で,全 端末設備数の

59%を 占めている。これは自動交換方式を とる施設が大型であることを示

している。全国の分布状況は第3-2-25表 のとお りであり,ア ンバラン

スを示 している。

自動式の設備は,利 用者の利便,人 手不足,人 件費節減,設 備の耐用年

数を考慮 して年 々増加しており,最 近では設備改修や新設施設の場合,ほ

とんど自動式に移行 している。
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2国 際公衆電気通信サ ー ビス

(1)国 際電報

ア.利 用状況

我が国に発着する国際電報は,47年 度の取扱数が562万 通で,前 年度の

554万通に対 して1.3%の 増加を示 している。国際電報の取扱数は,44年 度

までは逐年順調に伸びてきたが,45年 度以降は国際加入電信の自動化実施

(44年8月)な どの影響を受け減少又は停滞 ぎみの傾向にある(第3-2

-26図 参照)。47年 度における国際電報の利用構成は,第3-2-29図 に

示すとお りであ り,ほ とんどが企業活動のために利用され,一 般の私用通

信はごくわずかである。

第3-2-26図 国際電報 ・国際加入電信 ・国際電話取扱数の推移
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第3-2-27表 対 外 直 通 回 線 の 現 況

(47年度末 単位:回 線)
、藤

「　 一 轡 一衛 星
海 底
ケーブル

対 流 圏
散 乱 波

短 波
(HF)

超 短 波
(VHF)

電 話
回線共用 計

国 際 電 報 回 線 27 16 2 16 ■ ■ 61

国 際 加 入 電 信 回 線 306 168 16 13 503

国 際 電 話 回 線 [ 258 107 76 9 ■ 450

国 際 写 真 電 報 回 線 z 1 一i 23 26

国際 音声放送伝 送回線 ■ 一1 1 引 26 27

国 際 専 用 電 信 回 線 224 104 za 刊 356

国 際 専 用音 声級 回線 43 34 1 一1 7a

国 際 テ レ ビ 伝 送 回 線 ai ■ ■
国 際 デ ー テ ル 回 線 ■ ■ 1

国際 ファクシ ミリ電報回線 ■ ■ 1

国際無線電話回線(船舶) 刊 一i 3 6 刊
国際航空無線通話回線 一1 ■ 7

aiN

l

l難

9鴎

7

十
二
=
口

881 429 126 41 13
ー

H
禽

1

04550
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第3-2-28表 対外直通回線設定地域

(47年度末現在)
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国際電電資料に よる。

(注)○:広 帯域回線(海 底 ケー ブル,衛 星又は対流圏散乱波)

●:短 波(HF)回 線



第2章 公衆電気通信 一169一

第3-2-29図 国際電報の利用構成

サ ー ビス業

2.8

その他
5.0%

金融 一

保 険 業

国 際 電 報

陸 海運.(発 信 通 数)商 工業

倉 庫 業62.7%

o.7

イ.取 扱地域,利 用制度,料 金

世界中至るところの国又は地域 との間に国際電報が取 り扱われており,

我が国としては,公 衆通信が取 り扱われているところであれば どのような

極地 との間にも国際電報が利用できるように している。取扱地域のうち,

特に取扱量の多い対地とは直通回線を設定 して国際電報を取 り扱っている

第3-2-30表 国際電報料金例(通 常電報1語 当たり料金)
(47年度末現在)

韓 国 40F9 連 106円

香 港 68 英 国 192

中 国 72 西 独 192

イ ン ドネ シア 102 フ ラ ン ス 192

オ ー ス トラ リア is・tポ ー ・ ・ ・ 204

・ ナ ダ[ tos エ テrオ ピア 176

米 本 土 118 リ ビ ア 192

メ キ シ コ iso 南 ア フ リ カ 200

ブ ラ ジ ル 190 ケ ニ ア 288

パ ナ マ 226 ナ イ ジ ェ リア 330
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が,そ の他のところとは第三国中継によっている(第3-2-27表 及び第

3-2-28表 参照)。

国際電報の利用制度は,国 際的には国際電気通信条約,同 条約附属電信

規則等により規律されており,国 内的には公衆電気通信法等を根拠 として

定められている。国際電報の種類は,上 記電信規則により通常電報 と書信

電報に大別され,ほ かに付加サービスとして至急,返 信料前払等の特別取

扱いがある。

国際電報料金は,相 手国と個別に協定 した金フラン単位の料率に基づき

対地別に定められるところから料金表が複雑になっているが,47年8月 に

実施された米本土 との間の国際電報料金改定は,そ れまで米本土内であっ

ても地域によって料金が異なっていたのを単一化 し,均 一料金としたもの

である。

(2)国 際加入電信

ア.利 用状況

47年度中に我が国に発着 した国際加入電信の合計は802万 度で,前 年度

の589万 度に対 して36.1%の 増加を示 している。 このサービスは,国 際電

電の国際加入電信加入者だけでなく,電 電公社加入電信加入者で国際利用

登録を した者も利用することができる。そのほか,国 際電電の各営業所に

第3-2-31図 国際加入電信の利用構成
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公 衆 用 国 際 加 入 電信 設 備(テ レ ックス ブー ス)が あ って,一 般 の利 用 に供

され て い る。47年 度 末 に おけ る国 際 電 電 の 国 際加 入 電 信 加 入 者 数 は3,542,

電 電 公 社 加 入 電信 加 入者 が 国際 利 用 登 録 を行 って い る者 の 数 は6,749で あ

る。

イ.取 扱 地 域,利 用 制度,料 金

我 が 国 の 国際 加入 電信 サ ー ビスは,31年9月,米 国 との 間に 開 始 され て

以 来 取 扱 地 域 が 急 速 に拡 張 され,現 在 で は 世 界 中 の ほ とん ど の地 域 との 間

に この サ ー ビスが 取 り扱 われ て い る。47年 度 中 に 新 た に 国際 加 入 電 信 の 取

扱 いを 開始 した 対 地 と しては,中 国,モ ン ゴル,イ ラ ク.ラ オ ス,モ ザ ン

ビ ク等 が あ る。 また,44年8月 以 降,国 際 加 入 電 信 の 自動 化 が進 め られ た

結 果,47年 度 末 に お け る 自動化 率 は92.9%に 達 して い る。47年 度 中 に 自動

化 を導 入 した対 地 と して は,台 湾,シ ンガ ポ ー ル,ブ ラ ジル,ア ル ゼ ンテ

ィン等 が あ る。

国際 加入 電信 の利 用 制 度 は,国 際電 報 と同様 に,国 際 電 気通 信 条 約 附 属

電 信規 則,公 衆 電 気 通 信 法等 を根 拠 と して定 め られ てい る。料 金に つ い て

は,我 が 国 と しては 距 離 に 関 係 な く,ま た,直 通,中 継 を 区別 せ ず に,自

動 接 続 の ものに つ い て は1分 まで ご とに1,080円,手 動 接 続 の もの につ い

て は 最初 の3分 まで3,240円,超 過1分 まで ご とに1,080円 と して い る。

(3)国 際 電 話

ア.利 用状 況

国 際化 が進 展 す る な かに あ って 国際 通 信 施 設 の近 代 化,サ ー ビス の 向上

等 を 反 映 して,我 が 国 の 国際 電 話 の需 要 は急 速 に 伸 長 して い る。47年 度 中

に 我 が 国 に 発着 した 国際 電 話 の合 計 は415万 度 で,前 年 度 の286万 度 に対 し

て45.1%の 増 加 を示 して い る。 最 近 の 国 際 電話 の利 用 構 成 を み る と,第3

-2-32図 に示 す とお りであ り
,個 人 の利 用が34%を 占め,他 の 国際 通 信

が ほ とん ど企業 に よ り利 用 され て い るなか で大 きな 特 色 を示 して い る。

イ.取 扱 地 域,利 用 制 度,料 金

日本 全 国 ど こで も電 電 公 社 の一 般 加 入電 話 を 介 して国 際 電話 を利 用 す る
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第3-2-32図 国際電話の利用構成

個 人 商工 業

34・2%国 際電 話32・1%

(発信度数)

そ の 他 サ ー ビ ス業

10・9%19
.5%陸 海 運 ・倉 庫 業

3.3

ことができる。取扱地域は,世 界中ほ とんどの地域Y'及 んでおり,我 が国

との間に国際電話を取 り扱っていない地域 として残っているのは,47年 度

末においてわずかに北ヴィエ トナムとアフリカのごく一部の地域にすぎな

い。

国際電話の利用制度は,国 際電気通信条約附属電話規則,公 衆電気通信

法等を根拠 として定められている。我が国で取 り扱 う国際電話には次のよ

うな種類がある。

(ア)指 名通話(パ ーソナル ・コール)

対話者を指定 して申し込む通話で,対 話者が電話Y'出 るまでは料金がか

か らない。

(イ)番 号通話(ス テーション ・コール)

国内の市外通話 と同様に双方の電話番号だけを指定 して申 し込 む 通話

で,料 金は指名通話 と比べ割安となっている。

㈲ 料金対話者払通話(コ レク ト・コール)

対話者が通話料金を支払 うことを希望する旨を告げて申し込む通話で,

対話者が承諾 したときは通話を接続する。

(エ)多 数通話者通話(会 議通話)

外国の異なる地点の対話者を同時に呼び出して数人の通話者が会議式に
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行う通話で,こ のサービスの取扱地域は現在のところ米本土及びカナダに

限られている。

国際電話の料金は,対 地別に定められており,取 扱地域に よっては日曜

割引料金を設けているところがある。

なお,韓 国 との国際電話については,日 曜の通話のほか平 日の夜間通話

にも割引料金を適用している。

48年3月30日 か ら国際電話自動化サービスが開始されるにあたって,そ

れまですべての国際電話について最初の3分 間までの料金を基本 とし,そ

の後は超過1分 までごとの料金を加算することとしていたのを,加 入者ダ

イヤル発信のものについては最初から1分 までごとの料金とすることにな

つ#・

第3-2-33表 国際電話料金例(最 初 の3分 間 まで)(47年 度末現在)

国

港

国

ン

ア

土

ダ

コ

ル

ン

リ

ピ

ラ

リ

ト

本

ナ

ス

キ

ラ

ゼ

イ

一

ル イ

シ

ジ

テソ

韓

香

中

フ

ナ

米

カ

メ

プ

ア

※

※

※

※

1,680円

1,890

2,160

3,255

3,945

3,240

4,320

4,320

4,320

5,400

国

独

ス

ア

連

ア

ト

コ

ア

カ

リ

リ

ン

リ

㌢

・

㍉

ジ

ジ

フ

ジ

ロ

ラ

タ

ル

イ

ア

英

西

フ

イ

ソ

ア

エ

モ

ナ

南

3,240円

3,240

3,240

3,240

4,320

5,400

5,400

5,400

s,aoo

5,400

(注)※ は 日曜割 引料金適用対地である。

ウ.国 際 電 話 の 自動 化

48年3月30日 か ら東 京,名 古屋 及 び 大阪 のそ れ ぞ れ の 一部 加 入 者(電 電

公社 の 電 子交 換 機 に 収 容 され て い る電 話 の加 入 者 に限 る 。)に つ い て,米

本 土,ハ ワイ,西 独 及 び ス イス に対 す る加 入 者 ダイ ヤ ル発 信 が で き る よ う

に な った 。

な お,外 国か ら 日本 あ て の加 入 者 ダ イヤ ル 発信 は,米 本 土(ニ ュー ヨー

クの 一部),西 独,ベ ル ギ ー,ス イス 等 に お い て それ 以 前 か ら実 施 され て

い る。
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(4)国 際専用サー ビス

国際電気通信回線を特定の利用者に賃貸す るサービスは27年 に開始された

が,同 サービスの利用者は当初は設備の都合上,政 府機関,新 聞 ・通信社,

放送事業者及び航空会社に限 られていた。その後,設 備の拡充等に伴い37年

10月からは一般商社,銀 行等に対 しても同サービスが提供 されることとなっ

た。

国購 用サぜ スとして提供 さ摘 国鯖 気通信回線唖 類は透 殺

弊 度 標準巌(・ ・ボー),75ボ ー … ボー・… ボー及び・,… ボーの電

信回線並びに音声級回線である。音声級回線は,電 話,フ ァクシミリ,写 真

電送,テ レプリンタ等を交互又は同時に組み合わせて使用するため分割する

ことが認められている。47年 度末の賃貸回線数の合計は,音 声級回線76,電

信回線342で ある。

(5)国 際テレビジ ョン伝送

海外とのテレビ伝送は,衛 星通信の出現によっては じめて商用サービスが

可能となったものであって,我 が国では41年12月 インテルサ ットの太平洋衛

星経由による日米間の国際テレビ伝送サービスが開始された。

その後,イ ン ド洋衛星の運用開始(44年8月)や 世界各地に新 しい地球局

が次々に建設 さ九 たことに伴い,第3-2-34表 のとお り取扱地域が拡張さ

れている。

国際テ レビ伝送の取扱件数は,41年 度30,42年 度97,43年 度157,44年 度

313,45年 度210,46年 度322,47年 度251と なっている。47年度中に取 り扱っ

た国際テレビ伝送の ゲち主なものは,オ リンピック ・ミ3ン ヘン大会,日 米

首脳ホノルル会談,田 中総理訪中等の関係である。47年9月 の田中総理訪中

に際 しては,国 内放送事業者から日中間テ レビ伝送の実施方について要望が

あったことに こた え,我 が国の通信関係者が訪中 して中国側 と協議 した結

=果,北 京に日本の可搬型地球局(ア ンテナ直径10m)を 空輸,設 置 し,日 中

両国の技術者が協力して運用することにより総理訪中時の実況を太平洋衛星

経由で 日本に生中継 した。 日中間の衛星通信は,開 始 した当初には特別行事
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国際テ レビ伝送 の取扱地域

太 平 洋 衛 星 系

翠矧 取 扱 地 劇 地球局所魏
41.12

42.1

44.6

44.9

44.12

n
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〃
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イ

ム

ド
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ピ
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ス

リ

ア

・

一

一
ジ

ラ

ィ

ユ

香

フ

台

韓

タ

グ

ニ

ア

中

ジ ェー ム ス
パ ー グ

パ ウ ・マ ル

モ リー,

カー ナ ボ ン

香 港

タ ナ イ

台 北

ク ム サ ン

シ ラ チ ヤ

プ ラ ン タ ヅ ト

ワ ー ク ワ ー ス

パ ー ト レ ッ ト

北 京

イ ソ ド 洋 衛 星 系

蠣 陣 扱地劇 地球局所醜
44.8

44,10

〃

45.4

1f

45.7

45.9

46.10

"

〃

47.8

英 国

西 独

ク ウ ェ イ ト

マ レ イ シ ア

ス ペ イ ン

イ ソ ド ネ シ ア

イ タ リ ア

オ ース トラ リア

イ ン ド

シ ン ガ ポ ー ル

フ ラ ン ス

グ ン ヒ リ ー

ラ イ ス チ ン グ

ウ ム アル

ア イ シ ュ

ク ァ ソ タ ン

ブ イ ト ラ ゴ

ジ ャ チ ル フル

フ チ ノ

セ ド ナ

ヒ ク ラ ム

セ ソ ト サ

プ ル ムー ル

ポ ドウ

のための臨時取扱いとされていたが,日 本から持ち込まれた北京地球局を中

国側が買い取ったことに伴い常設化された。

(6)そ の他のサービス

データ通信に属さない公衆電気通信サービスであって国際電電の提供に係

るものとしては,上 記以外に次のようなものがある。

① 国 際 写 真 電 報……ニュース写真,図 面等の写真電送

② 国 際 無 線 電 報……外国の沿岸無線局を経由して日本船舶に発

着する電報又は日本の無線局を経由して外

国船舶に発着する電報

③ 国 際 航 空 業 務 報……航空会社が航空機の運航業務(乗 客名簿,

積荷情報等)に ついて海外の事務所との間

に交換する電報

④ 国 際 放 送 電 報……通信社等の依頼により電信でニュース等を

外国に放送 し,又 は受信するもの

⑤ 国際ファクシミリ電報……文書,図 面等をファクシミリ電送 し,受 信

記録紙を受信人に配達又は郵送するもの
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⑥ 国 際 デ ー テ ル……日本の加入者 と外国の加入者 との間のデー

タ・コールを随時交換,接 続するもの(フ

ァクシミリ,写 真電送等 も可能)

⑦ 国 際 無 線 電 話 通 話……我が国又は外国の沿岸無線局を経由して大

洋を航海中の外国船舶又は 日本船舶に発着

する短波(HF)Y'よ る通話

⑧ 国際航空無線電話通話……東京,大 阪及び那覇の各空港に離着陸する

外国航空機 とその航空会社の空港事務所と

の間の超短波(VHF)に よる通話

⑨ 音 声 放 送 伝 送……放送事業者の二"一 ス,ス ポーツ番組の音

声級回線による送受

このうち,国 際ファクシミリ電報は47年12月 に韓国との間に試行サービス

として取扱いが開始されたもので,国 際サービスとしては日韓間のものが唯

一であ り,ア ルファベッ ト以外の文字を母国語 とする国に とっては将来有力

な国際通信手段となることが期待されている。

第4節 事業経営状況

1国 内公衆電気通信事業

(1)日 本電信電話公社関係

我が国経済,社 会の発展,国 民生活の向上に伴 う電気通信需要の増大に対

応 しつつ,国 内公衆電気通信事業は,年h,着 実な拡大を続けてきた。事業

主体である電電公社は,47年 度末現在で,職 員数29万6,000名,総 機関数

2,280,資 産総額4兆4,665億 円の巨大企業 となっ,てお り,年 間建設投資額1

兆705億 円,事 業収入1兆4,345億 円の規模で事業を遂行 している。

ア.収 支概況

47年度の電電公社決算は,総 収益1兆4,625億 円,総 費用1兆4,530億 円,

差 し引き95億円の黒字決算 となった。前年度は電電公社発足以来初めての赤
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字決算(43億 円)で あったが,47年 度はこれも回復 している。 しかし事業収

入は約113億 円予定を下回ったが,そ の主な原因は,46年 度か ら引き続 く景

気低迷の影響による電話収入の伸びなやみ,住 宅用電話の比重の増大等事業

収入の構造的変化が指摘されるが,事 業収入の今後の推移を慎重に見守る必

要がある。

(ア)事 業収入

47年度事業収入は1兆4,345億 円であ り,予 算対比で113億 円の減収,対

前年度比17.0%の 伸びにとどまった。内訳について概観すると,ま ず,事

業収入の91%を 占める電話収入は,1兆3,009億 円で,予 算に対 し132億円

第3-2-35表 電電公社 の事業収入の推移

(単位:億 円)

区別
年度 43 44 45 46 47

電 話 収 入1・,1241・,・ ・21・,863 11,16713,009

構 成 比1 91 91 91 91 91

(%)対前年度伸
び率 16.0 19.1 16.3 13.2 16.5

電 信 収 入1 168 186 208 246 375一 一」a

蝋鞭伸繍 7.8 11.2 11.6 18.3 52.2

専 用 収 入 309 36正 423 488 560

構 成 比i 4 4 4 4 4

(%)
対前年度伸び率

13.2 16.9 17・ll 15.4 14.7

雑 収 入 242 275 307 356 402一
対前鞭 伸羅1・ ・713・ ・

11.7116.OI12.8

計 7,8439,305 10,80212,258 14,345

構 成 比 100 ioo 100 ioo too

(%)
対前年度伸び率

15.5 18.6 16.1 13.5 17.0
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の減収,対 前年度比16.5%の 増 となった。また,46年 度大幅に低下 した1

加入当たり電話収入も,47年 度は横ぽいを見せ,5万6,534円 となった。公

衆電話料は比較的順調に伸びて925億 円となり,1公 衆電話当た り収入も,

大型公衆電話の普及等により年h増 加 して,8万5,522円 となった。 電信

収入については,料 金改定による電報料の増加がみられ,ま た加入電信料

が順調に伸びてきた結果,全 体では375億 円,対 前年度比52.2%の 増 とな

った。専用収入は560億 円であ り,対 前年度比14.7%の 増であった。 雑収

入は402億 円であ り,そ のうち216億 円が電話帳広告収入であった。

第3-2-36表 電電公社の事業支出の推移

(単位:億 円)

区別
年度 43 44 45 46 47

直接事業費 3,3733,9464,6905,4676,339

構 成 比i 43 44 44 45 45

労務費(再掲) 2,036 2,4122,927 3,4223,964

構 成 上司 26 27 28 28 28

減 価 償 却 費12,68913,11913,63214,173 4,842

構 成 比1 35 35 34 34 34

金 融 費 刷 9311,100i,2951,5281,798

構 成 比1 12 12 12 13 13

資 本 翻 計13,62・14,2181・,92615,・ ・11・,64・

構 成 比i 47 47 46 47 47

業務委託劃 669 719 831 904 988一
諸 税 公 劃 114 131 149 169 195

構 成 比1 i 1 1 1 1

十言
口

7,7769,01410,596 12,241 14,162

構 成 比1 100 100 100 ioo 100
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(イ)事 業 支 出

47年 度 の 事業 支 出 は1兆4,162億 円 であ り,対 前 年度 比15.7%の 増 とな

った 。 各 費 目の構 成 費 に は,ほ とん ど変 動 が な く,直 接 事 業 費45%(う ち

労 務 費28%),資 本 費 用47%(う ち 減 価 償 却 費34%),業 務 委託 費7%,諸 税

公 課1%と な っ てい る。 直 接 事 業 費 は対 前 年 度 比15。9%増 の6,339億 円 と

な った が,そ の63%に 当 た る3,964億 円 が 労務 費で あ る。 労 務 費 は,近 年

の 高 い ベ ー ス ア ップ率 が 主 因 とな っ て毎 年 大 幅 な増 加(45/4421.3%,

46/4516.9%,47/4615.8%)を 続 け てい る。 資 本費 用 の うち,減 価

償 却 費 は,対 前 年 度 比16,0%増 加 して4,842億 円,金 融 費 用 は,対 前 年度

比17.7%増 加 して1,798億 円 とな った 。

事 業 収支 率 は 傾 向的 に 悪 化 してい るが,47年 度 に は 若 干 持 ち直 し98.7%

とな った 。

第3-2-37表 電電公社の事業収支率の推移

(単位:%)

年 劇43 44 45 46 47

事業収支率 99.2 96.9 98.1 99.9 98.7

イ.資 産 及 び負 債 ・資 本 の概 況

電 電公 社 の47年 度 決 算 に おけ る貸 借対 照表 の概 要 は 次 の とお りで あ り,純

第3-2-38表 電 電公社の貸借対照表

(48年3月31日 現在 単位:億 円)

資 産 の 部

流 動 資 酬 3,486

固 定 資 産 39,200

繰 延 資 酬 1,852

そ の他 の 資 酬 127

合 計 44,665

負 債 ・資 本 の 部

流 動 負 債 i,7as

固 定 負 債 28,421

そ の 他 の 負 債 35

負 債 十
■言
口 30,243

資 本 勘 定 14,422

合 十
曽言

ロ 44,665
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有形固定資産額は3兆8,903億 円,固 定負債は2兆8,421億 円(う ち電信電話

債券が2兆8,239億 円)と なった。

固定資産合計の推移は次のとおりであ り,内 訳 としては,電 信電話機械設

備及び電信電話線路設備があわせて全体の約74%,建 物及び工作物が 約12

%,そ の他が約14%で ある。

第3-2-39表 電電公社の固定資産の推移

(単位:億 円)

区別
年度 43 44 45 46 47

鞭 定翻 ・2,4121・5,・ ・31・8,639133,2811
38,903

無形固定資酬 39 51 95 144 297

合 計 22,451 25,254 28,734 33,425 v9,200

負債の推移は次のとおりであ り,

重を占めている。

電信電話債券が総額の約99%と 圧倒的比

第3-2-40表 電電公社の負債の推移

(単位:億 円)

区別
年度 43 44 45 46 47

流 動 負 側 725 664 849 1,329 1,788

固 定 負 債115,568118,1。 ・1・ ・,9111・4,。461 28,421

(うち電信
電話債券)

(15,318)1(17,885)1(・ 。,718)1 (23,880) (28,239)

その他の負債 __25⊥_一 ⊥_⊥L_3235
合 計 16,318レ8・775121,76・ 25,408 30,243

総資本に占める固定資産及び負債の構成比率の推移は次のとおりであ り,

負債の構成比率がかなり高まってきでいる。
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第3-2-41表 電電公社の固定資産 ・負債 の構成比率の推移(単 位:%)

区別
年度 43 44 45 46 47

固定資産構成率 86.8 86.6 86.9 87.9 87.8

負債轍 比率1 63.164,4 65.8 66.9 67.7

(2)有 線 放 送 電 話 関 係

ア.事 業 収 支 状 況

事業 年度 が47年12月 か ら48年3月 ま で の 間 に終 了 した1,675施 設 の収 入 総

額 は244億7,222万 円,1施 設 当 た り1,461万 円で あ る。 収 入 の うち使 用 料 は

収 入 総 額 の66.9%を 占め て お り,1施 設 当 た り978万 円,1利 用者 当 た り

5,895円(月 額491円)で あ る。

な お,使 用料 とは基 本 料,通 話 度 数料,接 続 手 数 料 及 び 有 線 放送 設 備 使 用

料 の合 計 を い う。 このほ か 雑 収 入10.o%,運 営 費 補 助 金3.7%,繰 入金11.5%

とな って い る。

支 出 に つ い て は総 額240億6,966万 円,1施 設 当 た り1,437万 円 で あ る。 支

出 の うち 人件 費 が最 も多 く50.8%で 半 数 を 占 め て い る。 こ のほ か物 件 費21.5

%,減 価 償 却費16.6%,利 息 支 払6.8%等 とな って い る。

イ.創 設 費

1施 設 当 た り,1利 用 者 当 た りの 平均 創設 費 の年 度 別 状 況 は第3-2-42

表 の とお りで あ り,制 度 発 足 以 来,創 設 費 は規 模 の拡 大,設 備 の高 度 化,物

価 の上 昇等 に よ り毎 年 多 額 の 経 費 を要 す る よ うに な って い る。 た だ し,47年

度 中 に業 務 を 開始 した3施 設(い ず れ も北 海 道 管 内)は,規 模 が極 端 に 小 さ

い(利 用者 が3施 設 で 合 計220)た め,1施 設 当 た りの 創設 費 は例 年 と比 較

して非 常 に安 くな っ てい るが,そ の反 面1利 用 者 当 た りの それ は非 常 に 高 く

な って い る。 この3施 設 に つ い て,創 設 資金 の調 達方 法 を み る と,1施 設 当

た り創設 費 総 額(4,305万 円)に 対 し,自 己 資 金(984万 円)22.9%,補 助 金

(2,530万 円)58,080,設 備 負 担 金(612万 円)14,2%,借 入 金(180万 円)4.1

%で,補 助 金 が半 数 を 占 め てい る。
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第3-2-42表 有線放送電話創設費の推移　
年CYU

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

1施 設 当 た り

4,221千 円

6,403

6,61S

9,018

12,480

15,719

20,537

30,653

42,602

47,648

59,478

55,558

63,263

62,747

73,528

14,352

1利 用 老 当 た り

9,128円

10,905

11,906

13,213

14,996

17,362

21,253

26,848

34,286

38,178

40,287

43,314

47,830

56,910

65,440

195,705

2国 際公衆電気通信事業

国際電電は,28年4月 発足以来,海 外通信の需要の増大とともに順調な業

績の伸びを示 している。47年 度末における資産総額は770億 円で,発 足時の

33億 円に対 し23倍の規模に達 している。

(1)収 支の概況

国際電電の47年度の決算は,総 収入503億 円,総 支出429億 円で,収 支差額

は74億 円となっている。

ア.営 業収入

47年度の営業収入は483億 円で,計 画額に対 し54億円,46年 度実績に対

し92億円(24%)の 増加となっている。収入の大宗は,電 報料,加 入電信

料及び電話料で,近 時電話料が収入に大きな比重を占めるようになってき

ている。
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イ.営 業 費 用

47年 度 の総 支 出額429億 円 の うち,営 業 費用 は351億 円 で,対 前 年 度 比17

%の 増 加 とな っ てい る。 そ の主 な もの は,労 務費(構 成 比33%),減 価 償

却 費(同18%)等 で あ る。

最 近5か 年 間 の収 支 の推 移 は,第3-2-44表 の とお りで あ る。

(2)資 産,負 債 及 び 資 本 の概 要

47年 度 末 に お け る貸 借 対 照 表 の概 要 は,次 の とお りで あ る。

第3-2-43表 国際電電の貸借対照表

(48年3月31日 現在 単位:百 万 円)

資 産 の 部

科 目 降 額

産

産

産

産

資

資

資

資

資

定

定

固

固

動

定

形

形

有

無

投

流

固

27,873

49,141

37,282

6,941

4,918

負 債 及 び 資本 の部

科 目 降 額

債

債

金

負

負

当

動

定

流

固

引

(負 債 合 計)

金

金

金

備

本

準

余

定

資

法

剰

(資 本 合 計)

16,075

2,666

7,568

(26,309)
13,200

1,392

36,113

(50,705)

資 産 合 計1 77,014 負徽 び資本合訓 77,014

固定 資産 の 内訳 は,有 形 固 定 資産373億 円,無 形 固定 資 産69億 円,投 資49

億 円 とな って お り,そ の主 な もの を示 せ ば第3-2-45表 の とお りで あ る。

な お,47年 度 末に おけ る 固定 資 産 の減 価 償 却 率 は,58.85%で あ る。

流 動 負 債 の主 な もの は,未 払 金69億 円(構i成 比43%),納 税 引当 金37億 円

(構 成 比23%)で あ る。

固定 負債 は,社 債25億2,000万 円,長 期 借 入 金1億4,500万 円 で,社 債 の25

億2,000万 円 は,37年 に太 平 洋 ケ ー ブル の建 設 資 金 の 調達 のた め発 行 した外

貨債 で,52年6月 に 満 期 償還 とな る。



一184一 第1部 各 論

第3-2-44表 国際電電

区 別

年 度

総 収 入

営 業 収 入

(再

掲
)

電 報 料

加 入 電 信 料

電 話 料

専 用 料
(電 信 ・電 話)

そ の 他

そ の 他

総 支 出

営 業 費 用

(再

掲
)

労 務 費

減 価 償 却 費

そ の 他

そ の 他

収 支 差 額

43 44

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

24,759
(115)

23,654
(115)

6,453
(103)

6,296
(119)

5,256
(126)

4,404
(iii)

1,245
(117)

1,105
(112)

20,302
(117)

16,639
(119)

5,555
(ioa)

3,346
(129)

7,738
(142)

3,663
(yob)

(ioo)%

)

0

6

0

Q
ノ
ー

(

27

27

as

19

5

(4)

(goo)

)
0
2
0
8
1
(

33

20

47

(18)

4,457
(ioa)

29,746
(iao)

28,745
(122)

7,087
(110)

7,957
(126)

6,689
(127)

5,496
(125)

1,516
(iaa)

1,001
(91)

24,978
(123)

20,894
(126)

6,566
(iis)

4,339
(130)

9,989
(iz9)

4,084
(iii)

(ioo)

)

0

7

0

Q
ノ
ー

(

25

28

23

19

5

(3)

(ioo)

)
0
4.
0
8
1
(

31

ai

48

(16)

4,768
(107)

(注)金 額 欄下 段()内 の数字 は前年度 を100と した場 合の指数を示 す。
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の収支状況表

(単位:百 万 円)

45 46 47

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

36,666
(123)

(too) 40,682
(111)

(ioo)% 50,336

(且24)

(ioo)%

35,305
(123)

(96)
ioo

39,106
(iii)

(96)
ioo

48,325

(124)
(96)
ioo

6,990
(99) zo

6,843
(9a) 18

7,323
(io7) 15

10,174
(iae) 29

11,940
(iii) 31

15,183
(127) 31

9,289
(134) 26

11,854
(ILS) 30

17,003
(143) 35

7,290
(133) 21

6,559
(90) 17

6,486
(99) 13

1,562
(io2) 4

1,910
(iaz)

4
2,330
(izz)

6

1,361
(136)

(4) 1,576
(116)

(4) z,oii
(iaa)

(4)

31,412
(126)

(ioo) 35,068
(iiz)

(too) 42,912
(iaz)

(goo)

26,495
(127)

(84)
too

29,847
(ll3)

(as)
too

35,063
(117)

(ez)
100

7,966
(121) 30

9,483
(119) 32

11,740
(124) 33

5,171
(119) zo

5,587
(ioa) 19

6,258
(112) is

13,358
(134)

14,777
(111)

17,065
(iis)

4,917
(iao)

(16) 5,221
(iob)

(is) 7,849
(iso)

(18)

5,254
(iio)

5,614
(toy)

7,424
(is2)
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第3-2-45表 国際電電の固定資産の内訳

(単位:百 万 円)

科 目 金 額 構 成 比

形

建

機

空

海

土

建

そ

有 固 定 資 産

械 設

中 線 設

底 線 設

設 仮 勘

の

物

備

備

備

地

定

他

権

権

権

用

用

用

産

使

資

使

利

定

線

固

底

星

設

形

海

衛

施

無

金

他

付

資

貸

の

期長

そ

投

37,282

5,762

9,520

1,211

2,031

7,693

8,742

2,323

6,941

3,972

2,333

636

4,918

3,993

925

100.0%

15.5

25.4

3.3

5.5

20.6

23.5

6.2

100.0

57.2

33.6

9.2

ioo.0

81.2

1S.8

第5節 公衆電気通信事業の拡充 と合理化

1国 内公衆電気通信事業

(1)長 期計画

戦後我が国経済は,め ざま しい成長を遂げたが,こ の間における電気通信

の質的向上 と量的拡大は,こ の成長を支xた 大きな力であった。けだ し,国

民の電気通信に対する期待は極めて大きく,や むことのない電話需要の増加

は,そ れを象徴する も の で あった。急テンポの電話増設も需要に追いつか

ず,電 話の需給不均衡は慢性的症状を呈 し,そ の克服は,常 に電気通信政策

の最大の課題 となっていた。

このような背景のもとで電電公社は,公 社発足直後の28年 以来,累 次にわ

たる電信電話拡充5か 年計画を策定 し,加 入電話の増設等公衆電気通信設備

の整備 ・拡充に努力してきた結果,47年6月 末において一般加入電話数は,
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2,000万 に達するに至 り,電 話の積滞数は,45年 度末の291万 をピークとし

て以後減少することとなった。しか し,電 話の需要は依然 としておう勢であ

り,47年 度末において,な お,200万 を超える加入電話の積滞があり,積 滞

解消は依然重要な課題 として残されている。一方,近 年に至 り,我 が国経済

の急速な成長過程で生 じた種々のひずみが顕在化 し,国 民の間には成長第一

主義に対する批判 とともに,福 祉社会実現のための新たな政策を望む声が強

まった。政府はこの国民の要望にこたえ,昭 和48年2月,「 経済社会基本計

画(48年 度～52年 度)」を策定 したが,そ の中において,電 気通信ネットワ

ークの整備は,国 土再編成に先導的役割を果たす ものであるとの基本認識に

立ち,52年 度末までに電話の積滞解消を図 り,ま た公害防除,医 療,教 育の

充実等,電 気通信の多角的活用を期するものとし,こ れに要する期間中投資

額は6兆5,100億 円(47年 度価格)と 予定 した。 これに先立ち,電 電公社で

は 「電信電話拡充第5次5力 年計画(48年 度～52年 度)」 を策定 したが,こ

れは,電 気通信に対する国民の広範な要請にこたえ,将 来における我が国経

済の成長発展並びにより豊かな国民生活の実現に積極的に寄与することとし

ており,「経済社会基本計画」 とおおむね整合のとれたものとなっている。

この計画の中核は,

① 住宅用電話を中心 として電話の一層の普及を図 り,52年 度末には電話

の積滞を全国的規模において解消し,自 動化を完了するよう計画する等

電話の一層の普及 とサービスの向上,多 様化を図 り,経 済の効率化 と国

民福祉の充実に資すること。

② データ通信,画 像通信の拡充 開発を推進して,公 共的要請及び国民

の要望にこたえるとともに,ま すます高度化し,多 様化する電気通信需

要に対処す るため,総 合電気通信綱の形成を促進 して,情 報化社会の発

展に寄与す ること。

③ 研究実用化の推進 経営の改善,基 礎設備の整備 ・充実等,事 業の発

展基盤を強化すること。

④ 地域振興,都 市政策 流通機構の整備等の見地か ら長距離通話料金低
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廉化の要請 もあ り,電 話料金の合理化について検討すること。

等である。

なお,主 要工程は次のとお りであ り,期 間中の総投資額は7兆 円を予定し

ている。

(注)経 済社会基本計画における投資額6兆5,100億 円は47年度価格であ り,公社

計画の7兆 円(時 価換算)と ほぼ見合うものである。

第5次5か 年計画主要工程

① 加入電話

⑦ 一般加入電話

事 務 用

住 宅 用

(イ)ビ ル電話

㈲ 地域集団電話

② 公衆電話

③ 市外電話回線

④ テ レックス

⑤ データ通信

⑥ テ レビ電話

(参 考)

一般加入電話

事 務 用

住 宅 用

加入電話普及率

ダイヤル化率

(2)48年 度事業計画

1,530万 加 入

275万 加 入

1,255万 加 入

56万 加 入

11万 加 入

21万 個

68万 回 線

3万 加 入

2万4,000端 末

3,000端 末

52年 度 末施 設 整 備 水 準

3,635万 加 入

1,250万 加 入

2,385万 加 入

100人 当 た り34加 入

99.9%

48年 度 は,第5次5か 年 計 画 の 初 年 度 と し て,建 設 投 資 額1兆1 ,940億 円

(対47年 度 当 初 予 算 比18.8%増)を も って,次 の よ うな工 程 を 実 施 す る こ と



としている。

一般加入電話増設

ビル電話増設

地域集団電話増設

公衆電話増設

市外回線増設

同軸ケーブル増設

マイクロウェーブ増設

新電話局建設

市外電話局建設

(データ通信)

販売在庫管理システム

科学技術計算システム

預金 ・為替システム等

特定通信回線

公衆通信回線
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310万 加 入

8万5,000加 入

6万 加 入

8万9,300個

13万2,000回 線

66区 間

119区 間

1,042局(う ち,

もの695局)

11局

5シ ステ ム

3シ ス テ ム

21シ ス テ ム

4,500回 線

4,750端 末 回 線

自動改式に伴 う

こ の結 果48年 度 末 に おけ る電 話 加 入 数 は,2,414万 加入,積 滞 は204万 件,

自動 化 率 は98.4%に な る も の と想 定 され る。

2国 際公衆電気通信事業

(1)設 備拡充

国際交流の活発化を背景に して国際通信の需要は飛躍的に増大 して い る

が,国 際公衆電気通信事業は,こ の増大する国際通信需要に対処するため,

新技術の開発による高性能の各種設備を逐次新増設するとともに,組織,要 員

にっいても,拡 充強化を行い,質量ともにサービスの向上を図ってきている。

最近の新規設備の状況をみると,46年5月 実施の国際電報の中継事務の電

子計算機による各種自動処理設備,48年3月 実施の国際通話の発信のダイヤ
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ル自動化設備等がある。また,東 京大手町の関門局における交換設備(交 換

台,交 換機等)の 増設をはじめ,加 入電信加入者の増加に伴う端末機器等の

増設が行われている。

そのほか,通 信設備の新増設Y'よ る局舎建物の狭あいを解決するため,国

際通信セソターを新宿副都心に建設中(49年6月 末建物完成予定)で あ り,

また,47年 度の沖縄復帰により沖縄の国際公衆電気通信業務を国際電電が取

り扱 うこととなったため,那 覇に国際電報電話局を新たに建設中である。

今後の大規模な計画 としては,新 太平洋ケーブル,日 中海底 ケーブルの計

画が進められつつあり,こ れ らと接続す る東南アジアケーブルの構想もでて

きている。

(2)48年 度事業計画

48年度は,国 際通信の需要の量的拡大 と多様化に対処 し,世 界の技術革新

の進歩に即応 した商品のサービスを提供するための回線新増設の実施等の諸

施策の遂行を計画している。主なものは次のとお りである。

① 既存業務の需要増に応 じた対外通信回線の新増設

電 報5回 線

加 入 電 信124回 線

電 話162回 線

専 用 電 信51回 線

テ レビ伝送3回 線

そ の 他23回 線

② 国際電話発信自動化の取扱対地の拡充

香港,オ ース トラリア,カ ナダ及び英国,フ ランス等欧州主要国(47年

度実施:米 本土,ハ ワイ,西 独,ス イス)

③ 国際航空データ業務の開始

④ 国際通信センターの建設推進(49年6月 完成予定)

なお,こ れ らの計画実施のため総額233億 円(47年 度実績159億 円)の 投

資を予定 している。




